
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

お
知
ら
せ

公
平
委
員
会
委
員
を
選
任

　
市
議
会
３
月
定

例
会
で
同
意
を

得
て
、
佐さ
や
ま山
隆

た
か
し

氏
（
都
賀
町
合
戦

場
）、
髙た
か
い
わ岩
初は

つ
え枝

氏
（
岩
舟
町
静
）、

増ま
し
こ子
孝た

か
の
り徳
氏

（
宇
都
宮
市
）
が

公
平
委
員
会
委
員

に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。任
期
は
、令
和

８
年
５
月
18
日
か
ら
令
和
12
年
５
月

17
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

　

公
平
委
員
会
は
、３
名
の
委
員
で
構

成
さ
れ
、市
職
員
の
給
与
や
勤
務
条
件

に
関
す
る
審
査
事
務
お
よ
び
不
利
益

処
分
の
不
服
審
査
事
務
を
行
い
ま
す
。

問
人
事
課　
　
　

  

☎
（21）
２
３
５
１

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

を
選
任

　
市
議
会
３
月
定

例
会
で
同
意
を

得
て
、
三み
し
ば柴
茂

し
げ
る

氏
（
岩
舟
町
静
戸
）
が
固
定
資
産
評

価
審
査
委
員
会
委
員
に
選
任
さ
れ
ま

し
た
。
任
期
は
、
令
和
８
年
５
月
15

日
か
ら
令
和
11
年
５
月
14
日
ま
で
の

３
年
間
で
す
。

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
は
、

６
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
固
定
資

産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に

関
す
る
不
服
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

問
人
事
課       

☎
（21）
２
３
５
１

教
育
委
員
会
委
員
を
任
命

市
議
会
３
月
定

例
会
で
同
意
を
得

て
、上う
え
の野
耕こ

う
し史
氏

（
富
士
見
町
）が
教
育
委
員
会
委
員
に

任
命
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
、
令
和

８
年
５
月
19
日
か
ら
令
和
12
年
５
月

18
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

　
教
育
委
員
会
は
、
教
育
長
と
６
名

の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
学
校
教
育
や

教
育
環
境
整
備
、
生
涯
学
習
、
文
化

の
振
興
に
関
す
る
事
務
等
に
つ
い
て

審
議
し
ま
す
。

問
人
事
課       

☎
（21）
２
３
５
１

監
査
委
員
を
選
任　

市
議
会
５
月
臨

時
会
で
同
意
を
得

て
、
大お
お
や谷
好こ

う
い
ち一

氏
（
皆
川
城
内
町
）
が
監
査
委
員
に

選
任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
、
令
和

８
年
５
月
18
日
か
ら
令
和
12
年
４
月

24
日
ま
で
で
す
。

　
監
査
委
員
は
、
２
名
の
委
員
で
構

成
さ
れ
、
市
の
財
務
に
関
す
る
事
務

等
が
適
切
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て

い
る
か
、
監
査
を
行
い
ま
す
。

問
人
事
課       

☎
（21）
２
３
５
１

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
・
補
充
員

の
選
任

　

市
議
会
５
月

臨
時
会
に
お
い

て
、
小お

ぼ

か

た

保
方

昭あ
き
ひ
ろ洋
氏（
薗
部
町

２
丁
目
）、天あ
ま
が
い海

俊と
し
み
つ充
氏（
大
平

町
西
山
田
）、

大お
お
あ
く

阿
久
功の

り
こ子
氏

（
西
方
町
金
井
）、

小こ
ば
や
し林
眞ま

ち

こ
智
子
氏

（
岩
舟
町
三
谷
）

が
選
挙
管
理
委

員
会
委
員
に
、木き
む
ら村

正ま
さ
あ
き明

氏（
箱
森

町
）、黒く
ろ
の野
篤あ

つ
よ代
氏（
藤
岡
町
藤
岡
）、

臼う
す
い井
一か

ず
ゆ
き之
氏（
川
原
田
町
）、相あ

い
だ田

美み

ゆ

き
由
紀
氏（
都
賀
町
木
）が
選
挙
管

理
委
員
会
補
充
員
に
選
任
さ
れ
ま
し

た
。任
期
は
令
和
８
年
６
月
４
日
か

ら
令
和
12
年
６
月
３
日
ま
で
の
４
年

間
で
す
。

　
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
各
種
選
挙

事
務
の
管
理
執
行
、
選
挙
人
名
簿
の

調
製
、
裁
判
員
・
検
察
審
査
員
の
選

定
の
ほ
か
、
選
挙
に
関
す
る
啓
発
な

ど
を
行
い
ま
す
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
５
３
１

人
権
擁
護
委
員
の
表
彰

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
、
人
権
相
談
、
人
権
侵

害
に
よ
る
被
害
者
の
救
済
や
、
人
権

に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
た
び
、
本
市
の
人
権
擁

護
委
員
が
表
彰
を
受
け
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

法
務
省
人
権
擁
護
局
長
感
謝
状

黒く
ろ
か
わ川
弘ひ

ろ
て
る照
氏

栃
木
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長
表
彰

石い
し
づ
か塚
和か

ず
こ子
氏
、
奈な

ら

ぶ
良
部
俊し

ゅ
ん
じ次
氏　

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課　

　
　
　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
６
１

指
定
ご
み
袋
の
代
替
措
置

　

国
際
情
勢
の
影
響
に
よ
る
不
安
の

高
ま
り
か
ら
、
需
要
が
集
中
し
た
た

め
、
栃
木
市
指
定
ご
み
袋
の
供
給
が

不
安
定
と
な
り
、品
薄
の
状
態
と
な
っ

て
い
ま
す
。
安
定
的
な
供
給
が
可
能

と
な
る
ま
で
、
各
家
庭
の
ご
み
の
排

出
方
法
に
つ
い
て
、
通
常
の
指
定
ご

み
袋
を
使
用
す
る
方
法
に
加
え
、
次

の
方
法
で
ご
み
を
排
出
で
き
ま
す
。

指
定
ご
み
袋
を
入
手
で
き
な
か
っ
た

場
合
の
ご
参
考
と
し
て
く
だ
さ
い
。

袋
の
色　
透
明
ま
た
は
中
身
が
見
え

る
半
透
明
の
袋
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。（
乳
白
色
な
ど
の
色
付
き
は
不

可
で
す
。）
※
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
食

品
用
ト
レ
イ
、
空
カ
ン
・
空
ビ
ン
専

用
袋
を
も
や
す
ご
み
用
の
袋
と
し
て

ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す

袋
の
大
き
さ　
も
や
す
ご
み
、
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
・
食
品
用
ト
レ
イ
は
45

リ
ッ
ト
ル
ま
で
。
空
カ
ン
・
空
ビ
ン

は
30
リ
ッ
ト
ル
ま
で
。

記
載
事
項　
『
自
治
会
名
ま
た
は
町

名
』、『
氏
名
』
に
加
え
、『
ご
み
の

種
類
※
』
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ご
み
の
種
類
：
『
も
や
す
ご
み
』、

『
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル・食
品
用
ト
レ
イ
』、

『
空
カ
ン
・
空
ビ
ン
』

期
間　
指
定
ご
み
袋
の
供
給
が
安
定

す
る
ま
で
の
期
間
。な
お
、こ
の
代
替

措
置
を
終
了
す
る
場
合
、

広
報
と
ち
ぎ
、市
Ｈ
Ｐ
等

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
ク
リ
ー
ン
推
進
課
☎

（31）
２
４
４
７

国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
通
知
書

の
送
付

　
今
年
度
の
各
保
険
税
（
料
）
の
通

知
書
を
次
の
と
お
り
送
付
し
ま
す
。

納
税︵
入
︶通
知
書　
普
通
徴
収（
納

付
書
・
口
座
振
替
）
で
納
め
る
方
に

７
月
15
日
（
水
）
に
郵
送
し
ま
す
。

第
１
期
の
納
付
期
限
は
７
月
31
日

（
金
）
で
す
。
７
月
以
降
に
国
民
健

康
保
険
、
介
護
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
た
方
に
は
、
お

お
む
ね
翌
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

特
別
徴
収
開
始
通
知
書

特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
）で
納
め
る

方
に
８
月
25
日（
火
）に
郵
送
し
ま
す
。

問
税
務
課　
　

  

☎
（21）
２
２
６
３

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用
認

定
証
等
の
更
新
の
ご
案
内

　
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
多
く
か
か

る
場
合
、
病
院
に
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る
と
、

同
一
病
院
で
の
ひ
と
月
の
支
払
が
自

己
負
担
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
入
院
と
外
来
受
診
は
別
計

算
で
す
。
ま
た
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
を

受
け
た
方
は
入
院
時
食
事
代
も
減
額

に
な
り
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方
は
、

原
則
、申
請
手
続
き
不
要
で
す
。（
受
診

時
に
マ
イ
ナ
保
険
証
を
提
示
す
る
こ

と
で
、医
療
費
の
請
求
額
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
）

　
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
等
は

７
月
31
日
（
金
）
で
有
効
期
限
が
切

れ
ま
す
。
継
続
し
て
必
要
な
方
は
、

７
月
24
日（
金
）か
ら
８
月
31
日（
月
）

の
間
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※
世
帯
に
未
申
告
の
方
が
い
る
場

合
、
正
し
い
区
分
の
限
度
額
適
用
認

定
証
等
を
発
行
で
き
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
令
和
７
年
分
の
所
得

の
申
告
を
し
て
か
ら
お
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。
※
令
和
８
年
８
月
よ

り
、
自
己
負
担
限
度
額
が
見
直
さ
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
、
７
月
中
旬
に
届

く
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
わ
た
し
た
ち
の

国
民
健
康
保
険
（
令
和
８
年
度
版
）」

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

対
象　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な

い
方
／
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
方

で
、住
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
り
、90
日

を
超
え
る
長
期
入
院
該
当
の
方

限
度
額
適
用
認
定
証　
国
民
健
康
保

険
税
に
未
納
が
な
い
世
帯
／
70
歳
以

上
の
方
は
課
税
所
得
が
１
４
５
万
円

以
上
６
９
０
万
円
未
満
の
方

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証

70
歳
未
満
の
方
は
国
民
健
康

保
険
税
に
未
納
が
な
く
、
か
つ
住
民

税
非
課
税
世
帯
の
方
／
70
歳
以
上
の

方
は
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

手
続
き
に
必
要
な
も
の　
国
民
健
康

保
険
資
格
確
認
書
、
７
月
31
日
で
有

効
期
限
を
迎
え
る
限
度
額
適
用
認
定

証
等
（
お
持
ち
の
方
）

問
保
険
年
金
課  

☎
（21）
２
１
３
１

令
和
８
年
度
国
民
年
金
保
険
料
免

除
申
請
の
受
付

　
令
和
８
年
７
月
か
ら
令
和
９
年
６

月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

申
請
を
、
７
月
１
日
（
水
）
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。
国
民
年
金
の
第
１
号

被
保
険
者
で
、
前
年
の
所
得
が
一
定

基
準
以
下
の
場
合
、
申
請
後
に
承
認

さ
れ
る
と
、
保
険
料
の
全
額
・
一
部

免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
（
50
歳
未
満

の
方
が
対
象
）
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。（
学
生
の
方
は
、
学
生
納

付
特
例
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
）

　
退
職
（
失
業
）
し
た
場
合
は
、
所

得
を
審
査
対
象
か
ら
除
外
す
る
「
失

業
特
例
制
度
」
が
利
用
で
き
ま
す
。

※
本
人
の
所
得
の
ほ
か
、世
帯
主（
納

付
猶
予
は
除
く
）、
配
偶
者
の
所
得

も
審
査
の
対
象
で
す
。

※
令
和
７
年
度
に
全
額
免
除
・
納
付

猶
予
が
承
認
さ
れ
て
い
る
方
で
、
継

続
希
望
に
よ
り
令
和
８
年
度
が
継
続

審
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合

は
、
手
続
き
不
要
で
す
。

※
退
職
（
失
業
）
に
よ
り
令
和
８
年

６
月
分
以
前
の
期
間
の
免
除
を
受
け

て
い
る
場
合
は
、
改
め
て
令
和
８
年

度
分
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の　
申
請
さ
れ
る

方
の
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の（
年
金
手
帳
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）
／
来
庁

さ
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、運
転
免
許
証
等
）

退
職
（
失
業
）
し
た
場
合　
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
ま
た
は
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票

代
理
人
が
手
続
き
す
る
場
合　
委
任

状
（
様
式
自
由
）

場
所　
栃
木
年
金
事
務
所
（
城
内
町

１
丁
目
）、
保
険
年
金
課
（
市
役
所

本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域

づ
く
り
推
進
課

問
栃
木
年
金
事
務
所
☎

（22）
４
１
３
１

　
保
険
年
金
課     

☎
（21）
２
１
３
４

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

お
手
元
の
高
齢
者
医
療
保
険
資
格
確

認
書
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す

　
新
し
い
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
を
茶
色
の
封
筒
に

入
れ
て
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

・
85
歳
以
上
の
方
全
員
お
よ
び
84
歳

以
下
の
方
で
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
普

段
か
ら
ご
利
用
さ
れ
て
い
な
い
方
に

は
、
資
格
確
認
書
を
郵
送
し
ま
す
。

・
84
歳
以
下
の
方
で
、
マ
イ
ナ
保
険

証
を
普
段
か
ら
ご
利
用
さ
れ
て
い
る

方（
次
の
①
②
両
方
に
該
当
）に
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
を
郵
送
し
ま
す
。

①
過
去
１
年
間
で
６
回
以
上
マ
イ
ナ

保
険
証
を
利
用
し
て
い
る

②
概
ね
直
近
３
か
月
以
内
に
マ
イ
ナ

保
険
証
を
利
用
し
て
い
る

　
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
が
届
い
た

方
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
で
医
療
機
関

を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
が
難
し

く
な
っ
た
方
は
、
資
格
確
認
書
を
交

付
し
ま
す
の
で
、
問
合
先
ま
た
は
各

総
合
支
所
（
大
平
、
藤
岡
、
都
賀
、

西
方
、
岩
舟
）
の
地
域
づ
く
り
推
進

課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
古
い
資
格
確
認
書
は
、
ご
自
分
で

破
棄
す
る
か
、
問
合
先
ま
た
は
各
総

合
支
所
の
地
域
づ
く
り
推
進
課
ま
で

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課　

  

☎
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２
１
３
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